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はじめに

もくじ

　このハンドブックは、富山大学で働く教職員が介護と両立して仕事を継
続できるように願って作られました。
　介護と仕事の両立はとても大変なものですが、介護にはいつか終わりが
あったとしても、自分の人生はその後も続きます。望まない介護離職を減
らし、柔軟な働き方ができる職場を皆で創っていくことが重要です。
　また、介護の始まりは突然のことも多いです。自分がいつその立場にな
っても、慌てずに行動できるように、本学の両立支援制度やお役立ち情報
をまとめました。皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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本学の介護関連両立支援制度　一覧

※在宅勤務は、令和7年度試行実施中



制度 介護休業

制度の概要等

要介護状態にある家族（以下、対象家族）の介護を希望する職員は、対象家族１
人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに通算して186日の期間内におい
て介護休業をすることができる。

対象家族とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上
の期間にわたり常時介護を必要とする次の者
(1)配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）
(2)父母（実父母又は養父母）
(3)子（実子又は養子）
(4)配偶者の父母
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)孫
(8)職員と同居している者で次に掲げる者
　 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

ただし、期間を定めて雇用される職員は、介護休業開始予定日から起算して93日
を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約（労働契約が更新さ
れる場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者に限り、
介護休業をすることができる。

参照する規則 国立大学法人富山大学職員の介護休業等に関する規則　
第2条、第3条、第4条、第5条、第9条

申請方法
別紙様式1-1「介護休業申出書」を各所属総務に提出 

※杉谷Ｃ教職員は総務課（管理棟３階）へ、看護部は看護部事務室へ
（介護休業開始予定日の1週間前の日まで）

その他 終了予定日の変更は、延長のみ1回に限り可能

本学の介護関連両立支援制度　詳細

①　介護休業　 無給　※給付金有

２

※介護休業についての詳細は７、８ページへ  



制度 介護部分休業

制度の概要等

職員で対象家族を介護する者は、当該対象家族を介護するため１日の労働時間の
一部について勤務しないことができる。
連続する3年間の期間内において分割して取得することを可とし、正規の労働時
間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて４時間を超えない範囲内で、職員が
行う介護の状態から必要とされる時間について、30分単位で行う。

参照する規則 国立大学法人富山大学職員の介護休業等に関する規則　第13条、第14条、第16条

申請方法
別紙様式4-1「介護部分休業申出書」を各所属総務に提出 

※杉谷Ｃ教職員は総務課（管理棟３階）へ、看護部は看護部事務室へ
（介護部分休業開始予定日の1週間前の日まで）

その他 2週間以上の期間について一括して申請

制度 介護休暇

制度の概要等

対象家族の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供
を受けるために必要な手続きの代行その他対象家族に必要な世話を行うため労
働しないことを認めた場合、１の年において５日の範囲内の期間（要介護状態
にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間）、休暇の取
得が可能。

参照する規則

国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則　第22条(18)
    国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則　

第10条(9)
    国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間，休暇等に関する規則　第10条(9)

申請方法 デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇/有給の休暇

②　介護部分休業　 勤務しない１時間当たりの給与額を減額

③　介護休暇　 有給

３



制度 時間外労働・休日労働の制限又は免除

制度の概要等

対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために、
・時間外労働の制限を請求した時は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、
　制限時間を超えて時間外労働をさせることはない。
・時間外労働の免除を請求した時は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、
　所定労働時間を超えて時間外労働をさせることはない。

対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために、大学が定める時間
外労働の限度より短くすることを申し出たとき、時間外労働又は休日労働を命ず
ることのできる範囲は、次のとおり。
（1）時間外労働の限度　1月24時間　1年150時間
（2）休日労働の限度　1月について、五福・五艘事業場は1日、杉谷事業場は2
日、高岡事業場は3日

参照する規則

国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則　第11条第4項
国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則　第4条第4項

国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間，休暇等に関する規則　第4条第4項
国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の時間外労働の制限等に関する規則　

第6条、第6条の2、第7条
時間外労働及び休日労働に関する労使協定書　第6条（杉谷事業場のみ第7条）

申請方法

別紙様式1「育児・介護に係る時間外労働の制限・免除請求書」を
各所属総務に提出 

※杉谷Ｃ教職員は総務課（管理棟３階）へ、看護部は看護部事務室へ
（開始予定日の1週間前の日まで）

その他 1回につき、申請できるのは1月以上1年以内の期間

④　時間外労働・休日労働の制限又は免除　

４



制度 深夜労働の制限又は免除

制度の概要等
大学は、対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために請求した時
は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜労働させることはない。
※適用除外あり

参照する規則

国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則　第12条第2項
 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間，休暇等に関する規則　第4条の2第2項
 国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の深夜労働の制限に関する規則　第6条、

第7条、第8条

申請方法
別紙様式１「育児・介護に係る深夜労働の制限請求書」を

開始予定日の1月前までに各所属総務に提出 
※杉谷Ｃ教職員は総務課（管理棟３階）へ、看護部は看護部事務室へ

その他 1回につき、申請できるのは１月以上6月以内の期間

制度 早出遅出労働

制度の概要等
大学は、対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために請求した時
は、当該職員に当該請求に係る早出遅出労働をさせるものとする。始業および終
業の時刻を、それぞれ午前7時以後および午後10時以前に設定するものとする。

参照する規則

国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則　第11条第5項
 国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則　

第4条第5項
 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則　第4条第5項
 国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の早出遅出労働に関する規則　第5条、

第6条

申請方法
別紙様式１「育児・介護に係る早出遅出労働請求書」を

開始予定日の1週間前までに各所属総務に提出 
※杉谷Ｃ教職員は総務課（管理棟３階）へ、看護部は看護部事務室へ

⑤　深夜労働の制限又は免除　

⑥　早出遅出労働　

５



制度 在宅勤務　※R7年度試行実施

制度の概要等

職員で対象家族を介護する者は、月に10日の範囲内（週の所定労働日数に応じ
て、月の所定労働日数の2分の1の日数）で、在宅勤務することができる。
在宅勤務は、１回につき、在宅勤務を許可しようとする日から起算して１月を超
えない範囲の期間で、原則１日を単位として許可するものとする。ただし、やむ
を得ない事由があると監督者が判断した場合には、半日または時間単位で許可す
ることができるものとする。

参照する規則 国立大学法人富山大学における在宅勤務の試行実施要項

申請方法
在宅勤務開始予定日の１週間前の日までに、就業管理システムにより監督者に申請

    就業管理システムを使用していない職種の場合は、在宅勤務申請書（別紙様式１）
により監督者に申請

⑦　在宅勤務（テレワーク）

６



７

引用元：厚生労働省HP

市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談

介護サービスの手配

家族で介護の分担を決定

民間事業者や地域サービスなど、利用可能なサービスを探す

対象家族は、配偶者 （事実婚を含む） 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、
兄弟姉妹、孫です。「常時介護を必要とする状態」については８ページへ

文部科学省共済組合員（任意継続組合員を除く）が介護休業中、報酬の全部又は
一部が支給されないときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間：介護休業又は介護休暇が承認された期間で、介護休業の日数を通算して
　　　　　66日を超えない期間
支給額：1日につき標準報酬の日額×67/100　
　　　　報酬の一部が支払われているときは、手当金との差額分のみ支給

文部科学省共済組合HP

休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立するための
体制を整えることが大切です。一人で抱え込まずに、制度やサービスを活用
しましょう。

介護休業について

介護休業の活用ポイント

対象となる家族

介護休業中の経済的支援

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
https://www.monkakyosai.or.jp/short/06.html


８

引用元：厚生労働省HP

※令和7年4月1日に「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が見直されました。
　オレンジ色でハイライトされている部分が、修正された箇所です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html


ダイバーシティ推進センターの
介護支援事業
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10

対　象 本学教職員・学生

　ダイバーシティ推進センターでは、神明・五福地域包括支援センターのご協力のも

と、本学教職員・学生を対象とした無料の介護相談を随時受け付けています。

　五福キャンパス内での、対面相談となります。杉谷・高岡キャンパスでの対面相談

は、相談員の都合上行えませんのでご了承ください。

　実際の介護に際しては、介護者もしくは被介護者のご自宅がある地域の地域包括支援

センターと連携しながら進めることになると思いますが、その前段階で、「漠然とした

不安や悩みを聞いてもらいたい」「基本的な制度等を知っておきたい」という場合等

に、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。

　相談内容が当センタースタッフや第三者に共有されることはありませんのでご安心く

ださい。相談方法は以下のとおりです。

介護相談

申込方法

相談員

相談時間

相談料

ダイバーシティ推進センターにFormsで申込み

https://forms.office.com/r/MiL8ZVDUEm

神明・五福地域包括支援センター　社会福祉士・保健師等

平日　９時～17時　約1時間

無料

https://forms.office.com/r/MiL8ZVDUEm


介護関連図書の貸出
　ダイバーシティ推進センターで保有している介護関連書籍を貸出しております。

　毎年、学術コンテンツ課との連携事業として7月、9月、10月は3キャンパスそれぞれ

の図書館で介護図書の企画展示をしておりますが、それ以外の期間は、教職員の皆様に

ご利用いただけます。

　書籍一覧は下のリンクからご参照いただけます。

　http://www3.u-toyama.ac.jp/danjo/kaigo/img/kaigotosho.list.pdf

　

　ご利用をご希望の方は、お気軽にセンターまでお問い合わせください。

研究サポーター制度
　ダイバーシティ推進センターでは、研究者の研究・教育活動とライフイベントとの

両立支援のため、研究サポーター（学部生、院生等）を配置する費用の助成を行って

います。

　対象は、本学に在籍する研究者で、中学校入学までの子を養育している、または家

族の介護等を行っている者、もしくは妊娠中の女性研究者です。

　

　研究サポーターは、研究補助、データ集計、学会発表準備、授業の準備等を行うも

のとし、その費用を助成することで、介護に従事しこれらの時間が不足している研究

者を支援するものです。

　詳細は、ダイバーシティ推進センターHPをご参照ください。

　http://www3.u-toyama.ac.jp/danjo/wlb/　　

11
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訪問診療

訪問診療とは、患者さんが病院や診療所などの医療機関に出向いて行けなく
なった場合に、医師が患者さんのお住いの場所（自宅や施設等）に出向いて
診療を行うことです。

【具体的な内容】
●診察・投薬　●血液検査　●点滴の管理　●床ずれの処置
●胃ろうなどの管理　●在宅酸素療養　●麻薬を使用した痛みの緩和　●尿
カテーテルの管理　●人工呼吸器の管理など

訪問歯科診療
歯科医師が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整などを行います。また歯科衛生
士が歯石を除去したり、歯と口の手入れの仕方などの指導をしたりすること
もあります。

訪問服薬指導
薬剤師が医師の指示に基づき自宅に訪問し、服薬についての説明や飲み合わ
せの管理なども行います。

訪問栄養指導
管理栄養士が医師の指示に基づき自宅に訪問し、本人や家族に、献立や食事
の用意、摂取等に関する具体的な指導を行います。

訪問介護

ホームヘルパーなどに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受け
ます。

【身体介護サービス】
●食事・排泄・入浴・衣服の着脱・整髪の介助など
●移動・歩行の介助など
【生活援助介護サービス】
●調理・洗濯・掃除・買い物など

医療保険で受けられる主なサービス

附録１　介護お役立ち情報

介護保険で受けられる主なサービス

介護保険について
第1号被保険者：65歳以上全員
第2号被保険者：40歳～64歳の医療保険加入者

12



訪問看護
※特別な状況の場合
は、医療保険でも訪
問看護を利用するこ
とができます。

訪問看護ステーションなどの看護師や理学療法士などが自宅を訪問し、医
師の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助などを行います。24
時間体制での緊急呼び出しにも対応してくれるところもあります。

【具体的には】
●全身状態の観察　●点滴・注射　●入浴介助・清拭・洗髪　●リハビリ
テーション、床ずれなどの予防・処置　●家族への介護方法の指導　●痛
みを伴う方の緩和ケアなど

訪問リハビリテー
ション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、医師の指
示に基づいて心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するため
に、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師、保健師が自
宅に訪問し、薬の飲み方、食事等の療養上の指導や健康管理・指導を行い
ます。

訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、お部屋での入浴の
介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。

福祉用具
貸与・購入

自立した生活をするための福祉用具のレンタルや購入ができます。

【借りることができるもの】
●車椅子　●車椅子付属品　●特殊寝台　●床ずれ防止用具　●手すり・
スロープ（工事を伴わないもの）　●歩行器　●歩行補助つえ　●体位変
換器　など
【購入できるもの】
●ポータブルトイレ　●入浴補助用具（入浴用いす・浴槽用手すりなど）　
●簡易浴槽　など

居宅介護住宅改修

心身並びに家屋の状況から必要と認められた小規模な住宅改修を行った場
合には、給付対象となります。費用の上限額は、要介護度区分に関係なく
20万円です。

【具体的には】
●手すりの取り付け　●段差・傾斜の解消　●滑りにくい床材・移動しや
すい床材への変更　●開き戸から引き戸等への扉の取り換え　●和式から
洋式への便器の取り替え　など
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通所介護
（デイサービス）

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられま
す。デイサービスは、外出したり、人と触れ合ったりできるため、閉じこ
もりや孤立を防ぐことにつながります。

通所リハビリテー
ション
（デイケア）

医師の指示に基づき、介護老人保健施設や病院・診療所等で、理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士等から、自立した日常生活を送れるよう、機
能の維持回復訓練や日常生活動作訓練などが受けられます。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練
が受けられます。

小規模多機能居宅
介護

サービス提供事業所への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、
事業所へ泊る「宿泊」の複合的なサービスを受けることができます。

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

介護職員と看護師が一体または密接に連携し、決められた時期に訪問しま
す。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。
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介護療養型
医療施設

療養病床等をもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対
し、①療養上の管理、②看護、③医学的管理下の介護の世話、④機能訓練等
の必要な医療を行う施設
費用負担：利用料１割（一定以上所得者の場合は２割又は３割負担）
 　　　　     食費・居住費負担
   　　　　日常生活費負担

認知症対応型
共同生活介護
（グループホーム）

原則として65歳以上の者で、居宅の要介護者であって、認知症である者につ
いて、①入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話、②機能訓練を行うために
共同生活を営む住宅
費用負担：利用料１割（一定以上所得者の場合は２割又は３割負担）
  　　　　   食費・居住費負担
                    日常生活費負担

介護関連施設について

介護施設の種類は多岐にわたりますが、その中で代表的なものをご紹介します。

有料老人ホーム
民間の事業活動として運営され、上記老人ホームの入所要件に該当しない場合
でも、各施設の入所対象となれば入所することができる
費用負担：全額自己負担

サービス付
高齢者向け住宅

有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有しておりケアの専門家
による安否確認や状況確認サービス、生活相談サービス等を提供するバリアフ
リー化された賃貸住宅
費用負担：全額自己負担

【介護保険法による施設】　

【老人福祉法による施設】　

特別養護老人
ホーム

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入居し、日常生活上必要な介
護、機能訓練、療養上の世話が受けられる施設
原則「要介護３」以上と認定された方が利用できる
費用負担：利用料１割（一定以上所得者の場合は２割又は３割負担）
  　　　　    食費・居住費負担
                     日常生活費負担

【その他高齢者向け施設】　

引用元：富山県HP15

https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/kj00021785/kj00021785-004-01.html


地域における保健・福祉・介護に関する総合窓口は、
『地域包括支援センター』です！

富山市の地域包括支援センター　（32か所）

射水市の地域包括支援センター　（6か所）

高岡市の地域包括支援センター　（11か所）

滑川市の地域包括支援センター　（1か所）

魚津市の地域包括支援センター　（1か所）

黒部市の地域包括支援センター　（2か所）

入善町の地域包括支援センター　（1か所）

氷見市の地域包括支援センター・地域相談窓口　（5か所）

お住まいの地区ごとに、担当の支援センターが異なります。各市町村のHP等
で確認してください。※リンクが開きます

地域包括支援センターについて

朝日町の地域包括支援センター　（1か所）

上市町の地域包括支援センター　（1か所）

立山町の地域包括支援センター　（1か所）

舟橋村の地域包括支援センター　（1か所）

南砺市の地域包括支援センター　（1か所）

小矢部市の地域包括支援センター　（1か所）

砺波市の地域包括支援センター　（1か所）
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https://www.city.toyama.lg.jp/health/kourei/1010504/1003641.html
https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=5482
https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/koreikaigoka/2/1/5/2432.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/28/index.html
https://www.city.uozu.toyama.jp/hp/svSecHP.aspx?seccd=A020204
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=717
https://www.oasis-niikawa.jp/houkatsu
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/fukushikaigoka/5/640.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kenko/tiikikea/houkatu/index.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/2101.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushika/kaigoyobokakari/5688.html
https://xn--1cki9mlby364a5hf98ax85c59b8ve.com/list/detail.php?id=2428
https://www.city.nanto.toyama.jp/soshiki/chiikihokatsushiencenter/3/725.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/fukushikenkou/1002492/1002517/1002519.html
https://www.city.tonami.lg.jp/section/1580p/
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附録２

「元気なうちからやっとかんまいけ」 ノート



このノートは、「元気なうちから」、これからの生き方や
希望を考え、大切な人と共有しあうためのツールです。
人生の最期について考えるのは、易しいことではありません。ですが、どこで
どのように終わりを迎えたいかを考えることによって、今後をよりよく生きる
きっかけにもなります。
無理のない範囲で、できるところから記入し、ご家族や医療関係者と話す機会
をもってください。

ゆっくりと楽しみながら思いを書いてください。
まずは好きなページから気軽に書きはじめましょう。

人の想いや考えは変わります。何度でも書き直しても大丈夫です。その際は、
更新日を記入しましょう。

写真を貼る、資料をはさむ等、自由にお使いいただけます。
家族と相談しながら書くのも良いでしょう。
ノートの存在を誰かに伝え、保管場所を明らかにしておきましょう。

※個人情報が含まれるため、大切に保管しましょう。
※当冊子には、法的効力はありません。法的効力を求める場合は、
　遺言書の作成が必要となります。

１　じぶんのこと

２　これからのこと

３　もしものこと

４　人生のエンディングのこと

５　人生会議について

もくじ
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じぶんのこと

自分に何かあった時に、代わりに判断してもらいたい人

名前

住所

生年月日

緊急
連絡先①

緊急
連絡先②

趣味・
特技

好きな
歌・歌手

好きな色

好きな花

好きな
食物・飲料

大切な
もの

宗教・
信仰

その他

基本情報

19



誕生時（名前の由来やエピソードなど）

おもいで

幼少期

青春時代、学生時代

20



職歴

これまで住んだ場所

大切な思い出
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健康状態

病院名・科 医師名 病名

かかりつけの病院

健康保険証

種類： 番号： 保管場所：

その他　証明書等の有無

介護保険証 有　・　無 保管場所：

障害者手帳
☐身障　☐療育　☐精神　
☐難病

有　・　無 保管場所：

おくすり手帳 有　・　無 保管場所：

アレルギー等　気をつけること
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「何もしていないのに疲れる」
「食べる量が減り、体重も減ってきた」
「外出するのがおっくう」などということを「歳のせいだから仕方がない」と、
あきらめていませんか？
老化や病気によって、心身のはたらきや社会とのつながりが弱くなった状態のこ
とをフレイルと言い、進行すると介護が必要な状態になってしまう恐れがありま
す。フレイルの早期予防のために、次の４つを見直してみましょう。早めに気が
付くことで健康な状態に戻ることができます。

食事は心と体の元気のもとです。一日３食バランス良く、しっかり噛んで食べま
しょう。特にタンパク質が不足しがちです。意識して摂るようにしましょう。

食べるときにむせる、噛む力が弱くなる等、老化によるお口の機能低下は、心身
の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。お口のトレーニングや歯の正しいケア
を行う等、早期予防が大切です。

歳を重ねることで、筋肉量や骨量は減少していきます。今よりも１０分位多く動
くことを心掛けたり、ストレッチやウォーキングなど、無理のない範囲で体を動
かす習慣をつけ、筋力の低下を防ぎましょう。

人との交流は心身の健康維持に不可欠です。サークル活動やボランティア活動な
ど、自分に合った日々の楽しみを見つけてみましょう。

いつまでも元気で健康で過ごすために、毎日の生活習慣を見直して、今できるこ
とから始めていきましょう。

これからのこと

元気に過ごすために
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栄養

お口の健康

運動

社会参加



いま、取り組んでいること

これから取り組みたいこと

行ってみたい場所

会いたい人
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もしものこと

もしも、病気になったら

もしも、あなたが重大な病気になった場合、どうしたいですか？

☐病名も余命も告知してほしい
☐病名も余命も告知しないでほしい
☐病名は告知してほしいが、余命は告知してほしくない
☐その他
☐わからない

☐自宅で過ごしたい　☐病院で過ごしたい　
☐ホスピスで過ごしたい　☐その他

最期の時間を誰とどのように過ごしたいですか？

終末医療について

臓器提供・献体について

☐臓器提供意思表示カードを持っている
☐臓器提供・献体を希望しない
☐献体の登録をしている　登録先（　　　　　　　　　　　　）　
☐その他
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☐可能な限り延命治療を受けたい　
☐回復の見込みがなければ延命治療を希望しない　
☐苦痛を少なくすることを重視する　
☐その他

延命治療について

人工呼吸器について
自分の力だけで呼吸ができなくなった時に、人工呼吸器を使って心肺機能を維持します。
①気管挿管：管を口や鼻から器官まで入れて人工呼吸器につなぎます。
　苦痛を伴うため、お薬で意識を下げて行います。緊急の場合に行われる処置です。
　メリット　　呼吸が維持される
　デメリット　声が出しにくくなる　歯の損傷のおそれがある　口から食事がとれない

②気管切開：１～２週間以上、人工呼吸器が必要な場合は、のどを切開して気管に穴を
　作り、そこに管を入れて人工呼吸器につなぎます。処置時の身体への負担や、慣れる
　まで苦痛がある場合もあります。
　メリット　　訓練次第で口から食事をとることができる
　　　　　　　発声訓練ができる
　デメリット　人工物が気管内に入っているので、感染や潰瘍、出血などの可能性がある

気管挿管や気管切開をしても、自分で呼吸や飲み込みができるようになれば、
やめることができます。

もしも、呼吸ができなくなったら…

※延命治療とは、病状や衰弱が進み、治療としても回復の見込みがなく、やがて
死を迎える段階で、医療により生命の維持を図る治療です。
次の①～⑩の延命治療の希望について、説明を読みながらできる範囲でチェック
してみましょう。

①気管挿管を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない

②気管切開を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない
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心肺蘇生について
心臓が止まった時に、再度心臓を動かすために、心臓マッサージとカウンターショックを
組み合わせて行います。

③心臓マッサージ：心臓が止まった場合に、胸のあたりを圧迫して心臓から血液をからだ　
　中に送り出し、心臓を再び動かすために行う方法です。
　メリット　　救命率が上がる可能性がある
　デメリット　胸骨・肋骨などを骨折する可能性がある

④カウンターショック：電力を通して、心臓のリズムを正常にもどす方法です。緊急の
　場合、一般の市民でも使用できるようにAEDという機器もあります。

もしも、心臓が止まったら…

心肺蘇生（③心臓マッサージや④カウンターショック）を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない

もしも、口から食べることができなくなったら…

⑤胃ろうを
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない

⑥経鼻胃管栄養を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない
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人工栄養法について
人工栄養法は食べ物を飲み込む機能が低下してしまった際に点滴や胃ろうなどによって、
水分や栄養を与える延命治療です。人工栄養法にもいくつか種類があります。

⑤胃ろう：お腹と胃に小さな穴をあけ、胃まで管を通し、直接胃に栄養剤や水分を注入
　します。いったんつけると、意識が無くても人工的に栄養を注入し続け得ることから、
　安易につけることの是非が大きく問われ始めています。
　メリット　　胃に直接穴をあけるので経鼻胃管より不快感が少ない
　　　　　　　管の交換は１～６カ月ごと（種類による）
　デメリット　胃ろうをつくる手術が必要
　　　　　　　管挿入部周囲の皮ふトラブルが起きる可能性がある
　
⑥経鼻胃管栄養：鼻から胃（または腸）まで管を入れて栄養剤や水分を補給します。
　胃ろうに比べると簡易な方法です。
　メリット　   穴をあける手術がいらない
　　　　　　　口から栄養をとれるようになればすぐにやめられる
　デメリット　鼻からのどを通り胃に管を通すので不快感がある。
　　　　　　　管の交換は1～2週間おき

胃ろうや経鼻胃管栄養をしても、口から食べることができるようになれば、
やめることができます。
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⑧特殊な点滴による栄養補給：大きな血管を通して水分、栄養分を補給します。特別な
　処置が必要で、長期に使用はできず、針の刺し口からの感染等に注意が必要です。
　メリット　　漏れ、血管の痛みがない
　　　　　　　確実に多くの栄養が補給できる
　デメリット　合併症が起きる可能性がある
　　　　　　　挿入部から感染が起きる場合がある

⑨人工透析について
　腎臓の働きが低下すると、人工透析を行わなければいけません。

　血液透析：血液透析器を通して、血液を体内から取り出し、血液中の老廃物や余分な
　水分を取り除き、浄化された血液を体内に戻す方法。腕の静脈と動脈をつなぎ合わせ
　る手術が必要です。
　メリット　　病院の管理のもと治療を受けることができる
　デメリット　通院が必要で、週3回、1回4時間ほどかかる

　腹膜透析：お腹の中に透析液を入れ、体内で血液を浄化する方法です。透析液を出し
　入れするためにカテーテルと呼ばれるチューブを腹部に埋め込む手術が必要です。
　メリット　　自宅で行うことができる
　　　　　　　これまでの生活を維持しやすい
　デメリット　自分で透析やカテーテルの管理を行う必要がある

もしも、腎臓のはたらきが悪くなったら…

⑨人工透析を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない

⑦点滴による水分補給：末梢の血管からの点滴のため、水分は補給されますが、
　十分な栄養の補給はできません。
　メリット　　消化管が機能していなくても、水分をとることができる
　デメリット　点滴の漏れや、挿入部を中心に発赤、腫れ、血管の痛みが出ることがある
　　　　　　　栄養はほとんどなく低栄養が進む

⑦点滴による水分補給を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない

⑧特殊な点滴による栄養補給を
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない
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⑩緩和ケアについて
延命治療はしないけど、痛みや苦しさは取り除いてほしいという希望もあります。
その場合は、病気に伴う心と体の痛みや苦しさを和らげる緩和ケアという治療があ
ります。様々な辛さを和らげ、より豊かな人生を送ることができるように支えてい
くケアです。

もしも、痛みがあったら…

⑩緩和ケアを
☐希望する　　☐希望しない　☐わからない
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介護について

もしも介護が必要になったら、だれに介護してもらいたいですか？
☐家族　☐介護職員　☐その他（　　　　　　　　　）

もしも認知症等で治療方法や財産管理等について判断できなくなった
場合は、だれに頼りたいですか？

☐家族に頼りたい　☐第三者の支援を受けたい　
☐その他（　　　　　　　　　　　　　）

介護してほしい場所
☐なるべく自宅を希望する　
☐病院・施設　名称・場所等（　　　　　　　　　　　　）　　　
☐お任せする

介護の費用について
☐私の預金や年金等でまかなってほしい
☐用意していない　　　
☐その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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もしも、判断能力が低下した時は…

認知症などで判断能力がないとみなされると、福祉サービスの利用や行政手続き
のほか、預貯金の引き出しや不動産の売却等の、資産管理や活用ができなくなっ
てしまいます。家族も資産を動かすことができないので、「いざというときは家
族に任せよう」と考えて何も対策をしないでいると、思わぬトラブルにつながる
ことがあります。もしもの時に備えて資産の管理方法を決めておきましょう。

財産管理などをお願いしたい人　
☐配偶者（名前：　　　）☐子ども（名前：　　　）
☐その他（名前：　　　関係：　　）

財産管理をお願いする場合に利用したい制度　
☐法定後見制度（※１）　☐任意後見制度（※１）　
☐財産管理委任契約　☐日常生活自立支援事業（※２）　
☐民事信託（※３）　  ☐特にない

※１　成年後見制度（法定後見制度・任意後見制度）について
判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
※法定後見制度…本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任さ
れた成年後見人等が本人を法律的に支援する制度
※任意後見制度…本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人と
なる方や将来その方に委任する事務（本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事
務）の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれ
らの事務を本人に代わって行う制度
法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」より抜粋

※２　日常生活自立支援事業について
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障碍者、精神障碍者等のうち判断能
力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づ
き、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
厚生労働省ホームページ「日常生活自立支援事業」より抜粋

※３　民事信託について
営利を目的とせず、資産の管理を家族や親族等の信頼できる人に託す制度です。弁護
士や司法書士、行政書士等の専門家へご相談ください。
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人生のエンディングのこと

臓器提供の希望について

☐行う(心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・角膜）
☐行わない

お葬式の希望について

葬儀の場所
☐お任せする　☐一般葬式　☐直葬　☐家族葬　
☐その他（　　　　　　　　　）

喪主について
任せたい人（                 　　　　         ）

葬儀の形式
宗教・宗派（ 　　　　　　　　　　）

香典　
☐いただく　☐辞退する

供花　
☐いただく　☐辞退する

遺影　
☐お任せする　☐用紙してある（保管場所：　　　　　　　）

葬儀の費用　
☐私の預金や年金等でまかなってほしい（※）
☐用意してある　（保管場所等：　　　　　　　　　　　　）
☐その他
※預金凍結中は引出しができませんが、一定の範囲内であれば、相
続人単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。
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供養について

供養の方法　
☐一般墓地　☐永代供養　☐納骨堂　☐樹木葬　☐希望なし　
☐その他（名称・場所等：

供養にかかる費用
☐私の預金や年金等でまかなってほしい（※）
☐用意してある　（保管場所等： 　　　　　　　　　　　）
☐その他
※預金凍結中は引き出しができませんが、一定の範囲内であれば、相続
人単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。

遺言書について

遺言書の有無　
☐作成していない
☐作成している　（保管場所：　　　　　　　　　　）
作成している場合は、以下種別のいずれかにチェック☑
☐自筆証書遺言　作成日　　年　　月　　日
☐公正証書遺言　作成日　　年　　月　　日
☐その他　　　　作成日　　年　　月　　日
※公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で兼任手続きをとってく
ださい。封がされている場合は家庭裁判所で開封してもらいましょ
う。ただし、遺言書保管法（令和２年７月１０日～）により、法務局
に保管してある自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。
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財産のこと （資産と負債）

不動産

所在地 名義人 持ち分 備考

預貯金

金融機関名 支店 金額 備考

その他の資産

名称 内容 保管場所等 備考

借入金・
ローン

借入先　 金額 返済方法 備考

生命保険・損
害/傷害保険

保険会社 種類・内容 受取人 備考

公的年金

基礎年金番号 種類 受給金額 備考

個人年金・企
業年金

名称 番号・記号等 備考
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「人生会議」について

人生の終わりまで、どのように過ごしたいか考えたことがありますか？
今後どのような生活を送りたいのか、病気にかかったときやケガをしたと
き、どのような医療やケアを望むのか…。もしものときに備え、自分の希
望や大切にしたいと思うことについて、周囲の信頼する人たちやかかりつ
け医などと繰り返し話し合い、共有する取り組みを「人生会議（ACP：ア
ドバンス・ケア・プランニング）」といいます。

人生会議は自分らしい人生を送るための重要な取り組みです。しかし、厚
生労働省の過去の調査では、自分が希望する医療やケアについて周りの人
と詳しく話し合っている人は、ほとんどいませんでした。

元気なうちは、自分の思いや希望について周囲と話すきっかけがない、あ
るいは、そもそも話し合う必要性がない、などと感じるかもしれません。

しかし、大きなけがなどで命の危険が迫った状態になると、約7割の人は
自分が受けたいと思う医療やケアを自分で決めたり、望みを人に伝えたり
することができなくなると言われています。

前もって、自分の希望や大切にしたいことについて自分自身で考え、思い
を周囲の人に伝えておくことで、もしものときに希望する医療やケアを受
けることができる可能性が高まります。また、周囲の人も、事前に理解し
ておくことで、もしものときに安心して判断でき、心の負担が軽くなるこ
ともあります。

万が一のときも、「わたしらしく。」
自分らしい人生を過ごすために、このノートを活用し、信頼できる人や
医療・ケアチームに共有し、「人生会議」を行って、あなたの思いを伝
えてみませんか。
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